
２３時以降のバスのご利用について 

日頃より、阪東バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

２３時以降のバスのご利用について、深夜早朝割増運賃が適用されますので、 

下記の点にご注意ください。 

記 

◎ 深夜早朝割増運賃の対象便・・・始発停留所を２３時以降 5時までに出発する便 

【運行時刻表に記載の深夜バス指定便】 

◎ 運賃・・・通常の IC現金運賃の「倍額」 

◎ 支払方法 

ICの場合  ⇒ 運賃表示器に表示される運賃額（自動引去り） 

現金の場合 ⇒ 運賃表示器に表示される運賃額 

紙定期券（通勤通学）・東武共通定期券・スマホ定期券 

 ⇒ 割増運賃分を ICカードまたは現金でお支払い 

朝日自動車ｸﾞﾙｰﾌﾟ共通学生ﾌﾘｰﾊﾟｽ ⇒ 割増運賃分を ICカードまたは現金でお支払い 

ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱﾊﾟｽ ⇒ 割増運賃分を ICカードまたは現金でお支払い 

◎ご注意 

定期券でご利用される場合には、お手持ちの定期券をご提示のうえ、乗車区間の割増

運賃分を「ICカード」または「現金」でお支払い頂く必要がございます。 

また、起点となる駅以外からご利用の場合には、乗務員に定期券を提示すると共に、

乗車バス停をお申し出ください。 

割増運賃分を ICカードでお支払い頂く際には、乗務員の運賃箱操作が必要となりま

す、乗務員の操作完了を待ってから ICカード読取機にタッチをお願いいたします。 

 

ご不明な点については、阪東バスホームページ・または我孫子営業所（℡04-7185-

2771）までお問い合わせください。 
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